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午前１時３４分開会 

○議会事務局長（重村暢之君） それでは、委員選任後、初めての委員会ですので正

副委員長の互選を行います。委員長が選出されるまで、年長の議員が臨時に委員長

の職務を行うことになっております。出席議員中、年長議員は、大中宏委員でござ

いますので臨時委員長をお願い申し上げます。 

○臨時委員長（大中 宏君） ただ今、ご紹介いただきました大中でございます。年

長ということで、また臨時の委員長の職を務めさせていただきますのでご協力のほ

どよろしくお願いをいたします。それでは、ただ今より、委員会を開催いたしま

す。まず、委員長の選挙を行います。立候補される方がありますでしょうか。は

い、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） この配食車の全損事故に伴う調査に関する特別委員会なの

で、とりわけこの委員会は、地方自治法１００条に基づいてある面、議会できわど

い権限を持っている委員会であり、また、よく調査をすると。調査というのは、一

番大事なのは、やっぱり真実を明らかにすることだろうと思います。真実というの

はなかなか難しいんですが、事実の積み重ねの上に私は、真実があると思っていま

す。委員会が客観的にあらゆる角度から事実を積み重ねていって、真実を明らかに

し、それが本美祢市に、市民の皆さんに周知し、ゆくゆく美祢市の発展のためにな

る重要な委員会だと思いますので委員長に立候補、誠に突然で押しつけであります

が、是非ご信任いただきますようにお願いを致しましてご挨拶にかえさせていただ

きます。ありがとうございました。 

○臨時委員長（大中 宏君） 他にはございませんか。はい、河村委員。 

○委員（河村 淳君） 私は、立候補でないですが、推薦を原田茂委員さんにしたい

と思います。今、立候補された南口さんも言われたように、この委員会は強力な権

限があるもので、大事なもんでありますし、また、これは行政事務に関してのみの

調査権ですから、この辺もしっかりと我々一緒になって、委員会に協力して行かん

にゃあならんと言うふうに思っておりますので、原田茂さんを推薦を致します。 

○臨時委員長（大中 宏君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 河村副議長が言われたように、行政事務に関わることという

ことの調査事項でありますので、行政事務に関わるということでしっかり共通した

認識が河村副議長が推薦された原田議員にもって、共通したですね認識があるとい

うことならば、私は委員長の立候補を辞退したいと思います。共通した認識がある

かどうかは原田委員に、是非立候補の決意、それから今、河村副議長が言われた推
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薦にあたっての行政の事務ということに関してのご本人の見解を聞かしていただき

たいと思います。 

○臨時委員長（大中 宏君） 今、南口委員からの説明で、おわかりのとおりですの

で、原田委員指名されましたので、立候補のご挨拶をお願いいたします。 

○委員（原田 茂君） ただ今、河村副議長のほうからご推薦をいただきましたが、

不正があるかないかと、そういったことについて南口委員と共通の認識は、定かで

はございませんが、推薦された以上は、その解明に向けて一生懸命頑張りたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○臨時委員長（大中 宏君） はい、わかりました。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 原田委員に別に論争するつもりはないんですが、あえてこの

委員会の性格上からして、選挙で争ってしこりが残って、結局なんのための委員会

の設置なんかということで、目的がそれて逆に議員の皆さんや市民の皆さんの期待

を裏切ることがあってはならないと思いまして、あえて私の辞退も含めてですね、

行政の事務の、河村副議長が言われたように行政の事務に関わる調査なんですね、

ですから行政の事務に対する少なくとも定義を、だけは認識を共通にしていただけ

れば辞退をしたいと。できれば、ぶしつけですが、若干、行政の事務についての説

明をもし、原田委員が了解していただければ、私のほうで説明をしてそれにおおら

かに認識が共通、共有できると。もしくは、いや、全く認識が違うという何らかの

意思表示だけはしていただけるかどうかを聞いた上で、私の意見を述べたいと思う

んですが。許可いただけますでしょうか。 

○臨時委員長（大中 宏君） はい、どうぞ。原田委員。 

〔発言する者あり〕 

○臨時委員長（大中 宏君） はい、有道委員。 

○委員（有道典広君） 今、立候補や推薦をお願いしますと言っておるんですから、

委員長のほうがですね。そしたら、認識が違おうと違わないと、地方自治法に則っ

てきっちりやると本人が言っとるんですから、認識、共通したものを持つ必要もな

いし、どなたが委員長になられても清々粛々と法律に基づいてやると言われておる

んですから、そこまでの表明まで必要はないと私は思いますが。わざわざ今、原田

委員も南口委員も一生懸命やると言われたんじゃからそれで良かろうと思います。

（発言する者あり） 

○委員（南口彰夫君） 必要があるかないか私は、辞退をしたいと言っているんで

す。私が手を挙げて誰もおらんやったら、私は立候補するつもりやったんですけ
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ど、あくまでも河村副議長が推薦をされたんですね。推薦をされるにあたって、こ

の委員会は、行政の事務の調査をすると言うことだったので率直にストレートに答

えを出されたので、それならば行政の事務を調査するということで行政の事務とい

うことで解釈が一致すればあえて選挙する必要はないと思います。なんか煽ってど

うこうって言うのは私はきらいなんですよ。ですから有道議員の思いはわからんで

もないんですが、すくなくとも選挙をすることで何か新しいものが生まれるかって

いうこともありますけど。日頃、議員ですから会話しちょったら、全くこう合わん

と、見解が合わんと。ところが河村副議長の推薦で、なおかつ原田議員ということ

になれば、その何らかの一致点が見いだせれば逆に原田委員の委員会の運営に期待

をしたいという面が非常に私自身に強いんです。そのことの委員長を選出する際

の、立候補制ですから、立候補というのは皆さんも選挙をやられて公職選挙法に基

づいて立候補なさってきている訳ですから、あくまでも自分の主義、主張や見解を

述べながらきちんと選択されていくと。自分より立派な候補者がおれば当然辞退す

ることもありうる訳ですから、それを認めていただきたいと思うんですですよね。

ですから原田議員があえて河村副議長の一言で、ですからまず私が確認したいの

が、私のほうで一方的に言って了解をしてもらえればそれで私は気が済みますの

で、自分自身が納得できますので。行政の事務ということになれば、１００条委員

会で定めた行政の事務というのは、地方自治法で言う第２条の２項で定めてある

と。ただ単に、普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律ま

たは、これに基づく政令により処理することとされるものを処理するということで

地方自治法の第２条２項に書かれている事務ということに理解をするということ

と、もう一つは、委員会運営ですから公平、公正に委員会を運営をすると、この２

つの点がご了解いただければ、辞退をしたいと思いますので一言でよろしいから、

原田委員の発言を許可していただきたいと思います。 

○臨時委員長（大中 宏君） 以上お聞きのとおりですが。原田委員よろしくお願い

します。 

○委員（原田 茂君） 極力そのようにしたいと思います。 

○臨時委員長（大中 宏君） はい、他にございませんか。はい、田邉議員。 

○委員（田邉諄祐君） 非常に今回のこれは重要なことだと思いますので、やはりあ

る程度、その法律に詳しいベテランを委員長にするべきだと思います。従いまし

て、私は河本さんになっていただければと思うんですが。ご本人に相談してません

けど。あの是非、河本さんを推薦したいと思います。 
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○臨時委員長（大中 宏君） はい、その他にございませんか。河本委員。 

○委員（河本芳久君） 同じ会派だからちょっと時間をもらいたいと思います。一応

推薦をいただきましたから、その趣旨は十分受け止めますが、同じ今、会派代表で

ということでございましたので。休憩を。 

○臨時委員長（大中 宏君） はい、暫時休憩して。 

午前１時４７分休憩 

 

   午前１時５３分再開 

○臨時委員長（大中 宏君） それでは、休憩前に続き会議を再開いたします。河本

委員の発言を許します。河本委員。 

○委員（河本芳久君） 先程の田邉委員から推薦もございましたけれども、同じ会派

の一応委員長候補が出ておりますので私としては二人が選挙に臨むことについては

望ましくないと思います。但し、同じ会派であり原田委員が公平公正な立場で１０

０条委員会を運営してくれるものと確信しておりますので、私は辞退させて頂きま

す。 

○臨時委員長（大中 宏君） はい、他にございませんか。はい、なしのようでござ

います。河村委員より委員長に原田委員を推薦したい旨の発言がございました。こ

れにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時委員長（大中 宏君） ご異議なしと認めます。よって委員長に原田委員が当

選されました。原田委員が当委員会室におられますので、本席より会議規則第３２

条第２項の規定によりまして告知をします。原田委員委員長席にお着き願います。

それでは委員長と交代いたします。ご協力ありがとうございました。 

○委員長（原田 茂君） 只今、ご推挙頂きまして大変重責のある委員長を担うこと

になりました。どうか委員会の運営の程、ご協力の程よろしくお願い申し上げま

す。それでは只今より委員会を開催します。副委員長の選挙を行います。立候補さ

れる方はありますか。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 先程、河本委員さんが言われたように原田委員長が、公平公

明正大にきちんとやってくれることを期待して事態をすると言われたので、原田委

員長の下で補佐役としての副委員長として私多少は４０年間これ一本で生きて参り

ましたので何らかのお役に立てるんではないかと思いまして副委員長のほうで立候

補させて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○委員長（原田 茂君） はい、他に立候補される方はありませんか。はい、有道委

員。 

○委員（有道典広君） 私は立候補の話ではなくて推薦をしたいと思います。推薦に

当たっては大中委員を推薦したいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（原田 茂君） 今、有道委員のほうから大中委員を推薦すると言うことで

ございますが、大中委員いいですかいね。はい。 

○委員（大中 宏君） 大変ありがたいお言葉ではございますけど同じ委員長が美東

町でありますので、私も同じ美東町が正副どちらも独占と言うことにはちょっと考

えてみていささか抵抗あるんじゃないかと言うふうに思いますので、もしできたら

辞退させて頂きたいと思います。 

○委員長（原田 茂君） 有道委員そういうことですが、よろしいですか。他にはご

ざいませんか。はい、田邉委員。 

○委員（田邉諄祐君） 河本委員を推薦いたします。 

○委員長（原田 茂君） 河本委員、今、田邉委員から推薦がありましたが一言。 

○委員（河本芳久君） ちょっと会派で相談させてもらいます。 

○委員長（原田 茂君） はい、それでは暫時休憩いたします。 

午前１時５９分休憩 

 

    午前２時０４分再開 

○委員長（原田 茂君） それでは休憩を閉じ委員会を再開いたします。先程、田邉

委員のほうより推薦がありました。河本委員のほうはどうされますか。 

○委員（河本芳久君） 先程、原田委員長が一応就任されましたので同じ会派ではあ

るが委員長補佐するという形で皆さんからの推薦があれば立候補したいと思いま

す。 

○委員長（原田 茂君） その他ありますか。ないようですので南口委員と河本委員

の副委員長の選挙になります。よろしいでしょうか。この際、選挙の方法について

説明をいたせます。事務局のほうよろしくお願いします。 

○議長（秋山哲朗君） 私も会派の一員であって会派で一度も話をしておりませんの

で、できるならばちょっと時間をいただきたいというふうに思いますけど、いかが

ですか。 

○委員長（原田 茂君） 今、議長のほうから時間がいただきたいと言うことです。

いかがいたしましょうか。（発言する者あり）それでは暫時休憩いたします。 
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午前２時０６分休憩 

 

    午前３時３２分再開 

○委員長（原田 茂君） それでは休憩を閉じ委員会を再開いたします。どなたか発

言は。はい。 

○委員（南口彰夫君） どっから議事が進行するのか私なんか手を挙げたり、辞退し

たり、また手を挙げて、また辞退をするとすりゃ、せんにゃいけんのかどうか様子

がわからんのですいね。現状はどっから出発するんかをちょっと説明をしてもらえ

んでしょうか。 

○委員長（原田 茂君） あのですね休憩前は、南口さんが立候補されて、それから

田邉委員さんより推薦により河本委員さんが推薦されました。それで議長のほうか

らうちの会派でちょっと調整したいということで暫時休憩を求められましたので、

休憩をいたしました。それで今休憩を閉じ委員会を再開るとそういう状況でござい

ます。今、先程申しましたように南口委員が立候補されて河本委員が推薦されてお

りますが、間違いないですかいね。はい。（発言する者あり）河本委員。 

○委員（河本芳久君） 先程、会派で一応は他の会派から出られん場合には明政会と

しては委員長、副委員長を務めることはいかがだろう、でも他の会派から出られな

かったら一応立候補しておけということで立候補しましたが、先程、休憩の時に会

派同士の調整も行ったらどうだろうかと言うご意見もございまして、明政会として

は他の会派から立候補があればどうぞそちらのほうで立候補され私自身としては同

じ会派で委員長、副委員長を務めると言うことは１００条委員会の公平公正な運営

にとってやはり他の会派から出られるほうがベターではなかろうかとそういう話し

合いをいたしましたので別に私は固執しておりませんし、この際複数の候補があれ

ば辞退するとこういうことで先程、調整いたしました。 

○委員長（原田 茂君） はい、わかりました。河本委員のほうから辞退の発言があ

りましたが、他に立候補される方はございませんか。また推薦のほうもありません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田 茂君） なしという発言がありますが。よろしいですか。 

    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田 茂君） それでは南口委員より立候補したい旨の発言がありました

が、これにご異議はございませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田 茂君） ご異議なしと認めます。よって副委員長に南口委員が当選

されました。南口委員が当委員会室におられますので、本席より会議規則第３２条

第２項の規定による告知をします。副委員長挨拶はよろしいでしょうか。（発言す

る者あり）いいです。はい。只今、副委員長が決定いたしました。本日十分な審査

時間もありませんので後日審査したいと思います。これにご異議はございません

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（原田 茂君） ご異議なしと認めます。よってそのように取り計らいま

す。なお、次回委員会の開催については正副委員長に一任願います。本日はこれに

て散会します。お疲れ様でございました。 

    午前３時３９分閉会 
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